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条例案策定に至る手順（委員会と１００人委員会の関係を中心として）

差別事例の分析

論点の整理

論点の議論

大綱の作成

条例検討専門委員会 条例について話し合う１００人委員会

大綱の議論

条例案の作成

パブリックコメントの実施

■条例検討専門委員会（平成２２年１月設置）
　・月１回程度開催
　・障害者施策推進協議会の専門委員会
　・学識経験者及び施策推進協議会委員を中心に構成

■条例について話し合う１００人委員会（平成２２年３月設置予定）
　・月２回程度開催
　・当事者を中心とした公募組織
　・市報２月号で募集
※運営方法は第２回条例検討専門委員会で協議

差別事例の議論

議論を反映

差別事例の提示

論点の提示

大綱の提示

議論を反映

議論を反映


